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第５章 人事規程類（就業規則） 

 

○就業規則 

（昭和４４年１０月１日 制定） 

 
［改正］ 昭和４５年１０月 １日  昭和５２年 ７月 １日 

     昭和５８年 ４月 １日  昭和６１年 ３月２９日 

     昭和６１年 ８月２８日  平成 ２年 ４月 １日 

     平成 ４年 ４月 １日  平成 ５年 ２月 １日 

     平成 ５年 ４月 １日  平成 ６年 １月 １日 

     平成 ６年 ４月 １日  平成 ９年 ２月 １日 

     平成１０年 ４月 １日  平成１１年 ４月 １日 

     平成１３年 ３月 １日  平成１３年 ４月 １日 

     平成１４年 ４月 １日  平成１７年 ４月 １日 

     平成１８年 ４月 １日  平成１９年 １月 １日 

     平成２１年 ４月 １日  平成２２年 ６月３０日 

     平成２４年 ６月 １日  平成２６年 １月 １日 

     平成２８年 １月 １日  平成２８年 ４月 １日 

     平成２９年 １月 １日  平成２９年 ５月 １日 

平成３０年１２月 １日  平成３１年 ４月 １日 

令和 ２年 ４月 １日  令和 ３年 ６月 １日 

令和 ５年 ４月 １日  令和 ６年 ４月 １日 

令和 ７年 ４月 １日  令和 ７年 ８月 １日 

令和 ８年 ４月 １日 

 

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、従業員の服務規律並びに労働条件について定める。 

２ この規則に定める事項のほか、従業員の就業に関する事項は労働基準法その他関係法令の定

めるところによる。 

（規則遵守の義務） 

第２条 この会の従業員は、この規則を遵守し、相互に協力してこの会の事業の発展と労働条件

の向上に努めなければならない。 

（従業員の定義） 

第３条 この規則において従業員とは、会と雇用契約を結び、次の各号の一に該当する者をいう。 

(1) 参事 

(2) 職員及び試用職員 

(3) 雇員 

(4) 嘱託及びパートタイマー 

(5) 臨時に雇用する者 

（適用除外） 

第４条 労働基準法第 41 条「適用除外」該当者に対しては、この規則の一部を適用しないこと

がある。 

２ 試用職員、雇員、嘱託・パートタイマー又は臨時に雇用する者に対しては、この規則各条に

除外規定のある場合はその条項は適用しない。 

（役割・職能等級） 
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第５章 人事規程類（就業規則） 

第５条 参事及び職員（試用職員）は、参事職、医師職、薬剤職、看護職、医療技術職、医療支

援職、事務総合職、事務一般職、技術職、介護職、看護教員職のいずれかの職種群で役割・職

能等級を定める。 

２ 参事及び職員（試用職員）の役割と職務遂行能力に基づく役割・職能等級の格付けについて

は、別に定める役割・職能等級規程による。 

 

 

   第２章 人事 

    第１節 総則 

（任免） 

第６条 従業員の任免は、定款に定める者のほか会長がこれを行う。ただし、特に会長が認めた

者については、この限りでない。 

２ 採用・解雇・退職・休職・復職・転勤・駐在・出向の通知は、辞令書の交付により行う。た

だし、通知書によりこれにかえることができる。 

３ 辞令は、原則として辞令書の日付から効力を生ずる。ただし、退職、解雇にあっては発令の

翌日から効力を生ずる。 

（事務引継） 

第７条 従業員が転勤、駐在、出向、休職、退職及び解雇等の異動を命ぜられたときは、別に定

める事務引継細則により担当業務についての処理未了の要件又は責任事項を引継がなければ

ならない。 

    第２節 採用 

（採用） 

第８条 従業員の採用は、会に就職を希望する者の中から試験又は選考により行う。 

（提出書類） 

第９条 新たに採用された従業員は、遅滞なく次の書類を提出しなければならない。ただし、採

用前に提出した書類を除く。 

(1) 履歴書（写真添付） 

(2) 住民票記載事項証明書 

(3) 免許証・卒業証明書・学業成績証明書 

(4) 家族調書 

(5) 健康診断書 

(6) 誓約書 

(7) マイナンバーカードの写し、または通知カードの写し 

(8) その他特に必要があり提出を求めた書類 

２ 電子媒体や電子的手続による提出方法は会が指定する。 

３ 本条に定める書類の提出は、特に事由ある者については、その一部を免除することができる。 

４ 前項の提出書類で次の事項に異動があったときは、すみやかに会に届出なければならない。 

(1) 現住所 

(2) 本人及び家族の氏名・続柄・職業 

(3) その他人事管理上必要な事項 
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５ 第１項第７号で取得する個人番号の利用目的は次のとおりとする。尚、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法令に基づき、従業員は会の個人番号の提供

の求め及び本人確認に協力しなければならない。 

(1) 給与所得・退職所得の源泉徴収事務 

(2) 健康保険・厚生年金保険届出事務 

(3) 雇用保険届出事務 

（出勤） 

第１０条 新たに採用された従業員は、発令の日から出勤しなければならない。ただし、会長が

特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（試用期間） 

第１１条 新たに採用された従業員は、採用発令の日から原則として２カ月間を試用期間とする。

ただし、会長が特に認めた者については試用期間を延長・短縮又は適用しないことがある。た

だし、試用期間が６カ月を超えることはない。 

２ 試用期間は勤続年数に通算する。 

（試採用の取消） 

第１２条 試用職員が試用期間中に次の各号の一に該当するときは、採用を取り消すことがある。

ただし、試用期間が14日を超えた場合は、第25条の規定を適用する。 

(1) 精神又は身体上の異常により不適当と認めたとき。 

(2) 採用に際して虚偽の陳述をし、又は履歴をいつわった事実が明らかになったとき。 

(3) 勤務態度及び成績が不良と認めたとき。 

(4) 正当な理由なくして出勤しないとき。 

(5) その他不適当と認めたとき、または第25条に定める解雇事由に該当すると認めたとき。 

    第３節 転勤・駐在及び出向 

（転勤） 

第１３条 従業員は、業務遂行上転勤又は担当業務の変更を命ぜられることがある。この場合、

正当な理由なくこれを拒んではならない。 

２ 転勤とは、所属事業所の変更をいう。 

（駐在） 

第１４条 従業員は、業務の都合上駐在を命ぜられることがある。 

２ 駐在とは、一事業所に在籍のまま他の事業所に１カ月以上の期間を勤務することをいう。 

（出向） 

第１５条 従業員は、業務の都合上出向を命ぜられることがある。 

２ 出向とは、従業員の身分を有したまま、期間を定め、他の団体の業務に従事することをいう。 

３ 従業員が出向する場合の身分及び労働条件等については、別に定める従業員出向取扱細則に

よる。 

（赴任の期間） 

第１６条 転勤、駐在及び出向を命ぜられた従業員は、発令の日から新しい職務につかなければ

ならない。ただし、特別な事由がある場合は、会長の承認を得てこれを延期することができる。 

    第４節 休職及び復職 

（休職） 
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第１７条 従業員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずる。ただし、嘱託・パートタイ

マー、臨時に雇用する者にはこの規定は適用せず、雇員については別に定める雇員取扱細則に

よる。 

(1) 私傷病で勤務できない従業員が次の期間を満了したとき。 

ア 勤続年数満１年未満の従業員は、欠勤の日より起算し１カ月を超えるとき。 

イ 勤続年数満１年以上の従業員は、欠勤の日より起算し３カ月を超えるとき。 

(2) 正当な理由なく無届欠勤引きつづき10日におよんだとき。 

(3) 刑事事件に関し起訴されたとき。 

(4) 労働組合（加盟団体を含む）の専従になったとき。 

(5) 出向を命ぜられたとき。 

(6) 学習期間３カ月以上の研修並びに就学を希望し会長が認めたとき。 

(7) 懲戒により休職を命ぜられたとき。 

(8) 育児休暇を開始したとき。 

(9) 介護休暇を開始したとき。 

(10) その他会長が特別の事由あると認めたとき。 

２ 前項第３号の事件発生の原因に会長が特別の事由あると認めたときは、この限りでない。 

（休職期間） 

第１８条 前条の休職期間は、次のとおりとする。 

(1) 前条第１項第１号にきめるものは、以下のとおりの期間とする。 

ア 勤続年数満３年未満のものは、１カ年 

イ 勤続年数満３年以上満５年未満のものは、１年３カ月 

ウ 勤続年数満５年以上満10年未満のものは、１年６カ月 

エ 勤続年数満10年以上満15年未満のものは、２年 

オ 勤続年数満15年以上満20年未満のものは、２年６カ月 

カ 勤続年数満20年以上のものは、３カ年 

キ 上記イからカについては、会長が特に必要と認めたときは、休職期間を延長することが

できる。 

(2) 前条第１項第２号にきめるものは、会長の命令のあるまでの期間 

(3) 前条第１項第３号にきめるものは、その事件の裁判継続中の期間 

(4) 前条第１項第４号にきめるものは、その職務に従事する期間 

(5) 前条第１項第５号にきめるものは、出向中の期間 

(6) 前条第１項第６号による場合は、会長が必要と認めた期間 

(7) 前条第１項第７号による場合は、会長が命令した期間 

(8) 前条第１項第８号による場合は、別に定める育児休暇の期間 

(9) 前条第１項第９号による場合は、別に定める介護休暇の期間 

(10) 前条第１項第10号による場合は、会長が必要と認めた期間 

（休職期間の中断） 

第１９条 前条第１号の休職期間の中途で復職し、後１カ年以内に同一事由により再び１カ月以

上にわたり欠勤するときは直ちに休職とし、その欠勤日数を休職日数に通算する。 

（休職期間の不算入） 
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第２０条 業務上の出向及び業務上の傷害を除く休職の期間は、退職給与金支給の勤続年数並び

に在級年数に算入しない。ただし、会長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（復職） 

第２１条 休職の期間が満了し、あるいは休職期間中に休職の事由が消滅したときは復職させる。 

２ 第 17 条第１項第１号により休職となった者が復職するときは、会の指定する医師の診断を

うけ、服務に支障のないことを証明する診断書を提出しなければならない。 

３ 休職中の従業員は、休職の事由が消滅したときは、すみやかにその旨を会に届出なければな

らない。 

（休職期間中の補償） 

第２２条 休職期間中の補償は、別に定める給与規程による。 

    第５節 退職及び解雇 

（退職） 

第２３条 従業員が次の各号の一に該当したときは退職とする。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 定年に達したとき。 

(3) 休職期間が満了しても復職できないとき。 

(4) 退職を願い出たとき。 

(5) 定められた雇用期間が満了したとき。 

（退職手続） 

第２４条 従業員が自己の都合により退職をしようとするときは、少なくとも１カ月前までに所

属長を経て退職願を提出しなければならない。 

２ 前項の場合、事務引継完了までは従前の職務に服さなければならない。 

（解雇） 

第２５条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは解雇する。 

(1) 業務上の不正行為又は業務上の過失によって会に重大な不利益をあたえたとき。 

(2) 会の管理する従業員等の特定個人情報（個人番号を含む個人情報）を故意に、または重大

な過失により漏洩・流出させたとき。 

(3) 精神若しくは身体に著しい故障があるか、又は身体虚弱で回復の見込みなく勤務に耐え難

いと医師が診断したとき。 

(4) 勤務成績又は業務効率が不良で、向上の見込みがなく、他の職務に転換することが困難等、

就業に適さないと認められるとき。 

(5) 勤務状況・勤務態度が不良で、注意しても改善の見込みがないと認められるとき。 

(6) 協調性がなく、他の従業員の業務に悪影響を及ぼし、注意しても改善の見込みがないと認

められるとき。 

(7) 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れた者で、その能力または的確性に

欠けると認められるとき。 

(8) 正当な理由なく無届欠勤年間30日におよんだとき。 

(9) 正当な理由なく異動を拒否したとき。 

(10) 第69条第２項記載の懲戒解雇事由に該当すると認められるとき。 



― 26 ―

第５章 人事規程類（就業規則） 

(11) 第 69 条第１項記載の懲戒処分が下されたにもかかわらず、引き続き懲戒事由に該当する

行動をとり、注意しても改善の見込みがないと認められるとき。 

(12) 事業の縮小等会の運営上やむを得ない事情があり、かつ、他の職務にも転換等することが

困難と認められるとき。 

(13) 天災地変その他やむを得ない事由により会業務の継続が不可能になったとき。 

(14) その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。 

２ 前項第１号の場合、会長が特別の事由あると認めたときは、別の取扱いをすることができる。 

（解雇予告） 

第２６条 前条により従業員を解雇する場合は 30 日前に予告してこれを行うか、又は労働基準

法に規定する平均賃金の 30 日分に相当する予告手当を支給して行う。なお、予告期間を短縮

するときには、短縮した日数１日につき平均賃金の１日分を予告手当として支給する。 

２ 次の場合には、前項の規定を適用しない。 

(1) 次の理由で行政官庁の認定を受けたとき。 

ア 天災地変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となったとき。 

イ 従業員の責に帰すべき事由によって解雇するとき。 

(2) 試採用開始後14日以内に採用を取り消したとき。 

    第６節 定年 

（定年） 

第２７条 従業員の定年は次のとおりとし、定年到達日（誕生日）の属する月の末日をもって退

職とする。ただし、参事の身分にある者及び会長が特に必要と認めた者は、この限りでない。 

(1) 医師  満65歳 

(2) 医師以外の者  満60歳 

なお、雇用延長を希望する者については、別に定める定年再雇用取扱細則に基づき再雇用す

ることがある。 

２ 前項の規定は、嘱託・パートタイマー及び臨時に雇用する者には適用せず、必要ある場合は

別に定める。 

 

   第３章 勤務 

    第１節 総則 

（服務心得） 

第２８条 従業員は、職制規程に定められた所属長の指示命令に従い互いに協力してその職責を

誠実に尽し、職場秩序を保持し、業務の円滑な遂行に努めなければならない。 

２ 所属長は、その所属従業員の人格を尊重して適切な指導監督を行い、職場秩序の確立を図り、

率先して業務の遂行に努めなければならない。 

（服務規律） 

第２９条 従業員は、次の各号を守らなければならない。 

(1) 出勤及び退勤時は、本人自らタイムレコーダーに出勤及び退勤の時刻を記録すること。 

(2) 規定時間を守り勤務時間中みだりに職場を離れないこと。会務といえども職場を離れる場

合は所属長の許可を受けること。 
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(3) 正当な理由なく無断で遅刻・早退又は欠勤をせず、勤務についての手続その他の届出を怠

り、又は偽らないこと。 

(4) 定めのあるものは制服を着用し、常に清潔な服装にて勤務し、他人に不快を与えないこと。 

(5) 職場内の秩序・風紀を乱さないこと。 

(6) 職場の内外を問わず従業員としての品位を傷つけるような行為をしないこと。 

(7) 利用者の個人情報を守秘し親切丁寧を旨として、常にその安全衛生並びに動静につき注意

を怠らず特に事故防止に万全を期すこと。 

(8) 会の不名誉・不利益になるような言動をしないこと。 

(9) 業務上知り得た秘密、特定個人情報並びに個人情報を他に漏らさないこと。 

(10) 会の承認を得ないで在籍のまま会以外の業務に従事しないこと。 

(11) 業務について他から贈与饗応をうける等、一切の不正行為をしないこと。 

(12) 許可なく会の物品又は文書等を外部へ持ち出し漏洩・流出させないこと。 

(13) 会の土地建物及び什器等を会務以外のために使用するときは、あらかじめ会又は所属長の

許可を受けるものとし善良な管理をもって使用すること。 

(14) 機械・器具・装備・設備その他物品を大切に取扱い、故障・破損・紛失の時及びあらゆる

事故を発見したときは直ちに所属長に報告すること。 

(15) 火災・傷害その他の事故の未然防止に対し不断の注意を怠らないこと。 

(16) 関係法令並びに会の定款・規程類及び示達に違反しないこと。 

２ 利用者、従業員等の個人情報及び業務上知り得た秘密事項は退職後も守秘しなければならな

い。 

（居住の制限） 

第３０条 従業員には、通常の通勤可能な地域に居住させることがある。 

（欠勤・遅刻・早退及び外出） 

第３１条 従業員が欠勤、遅刻、早退及び勤務中外出するときは、事前に所定の手続により承認

を得なければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により事前に承認を得ることができな

いときは事後すみやかに届け出ること。 

２ 私傷病のため 10 日以上連続して欠勤するときは、休養を必要とする期間を記載した医師の

診断書を提出しなければならない。なお、会は必要により医師を指定し、更に診断書を提出さ

せることがある。 

３ 自己の責任によらない交通事故その他不可抗力による場合は、遅刻、早退としない。この場

合、直属上長に申し出て承認を得ること。 

４ 遅刻、早退により勤務しなかった時間については、賃金の控除対象とする。 

（勤務地を離れるときの届出） 

第３２条 欠勤、特別有給休暇等で勤務地を離れるときは、行先、期限を届出なければならない。 

（他業務への従事） 

第３３条 業務上必要なときは、従業員に担当業務以外の他の業務に従事させることがある。 

２ 会が許可し在籍のまま会以外の業務に従事した場合は、別に定める欠勤の取り扱いとする場

合がある。 

    第２節 就業時間・休憩及び休日 

（就業時間及び休憩） 
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第３４条 従業員の就業時間は、次のとおりとする。 

(1) 勤務時間 平日８時30分から17時まで 

ただし、上記の週実労働時間については、１カ月単位で平均した１週間の実労働時間を37

時間30分とすることがある。 

(2) 前号の勤務時間の範囲で交替勤務並びに早出勤務（２時間30分以内）、遅出勤務（３時間

以内）を行うことがある。 

(3) 休憩時間は、原則として12時15分より１時間とする。 

２ 前項の規定は、嘱託・パートタイマー及び臨時に雇用する者には適用せず、必要ある場合は

別に定める。又、雇員については別に定める雇員取扱細則による。 

（育児及び介護に関する勤務時間の短縮） 

第３５条 育児及び介護に関する勤務時間短縮の特例は、別に定める育児勤務取扱細則及び介護

勤務取扱細則による。 

（公民権の行使） 

第３６条 従業員が就業時間中に公民権行使及び公務執行の際には必要な時間を与える。ただし、

あらかじめ所属長に届出をし、承認を得なければならない。 

２ 前項の承認にあたっては、権利行使及び公務執行に支障のない範囲で時間を変更することが

ある。 

（休日） 

第３７条 休日は、次のとおりとする。 

(1) 週休及び国民の祝日 

(2) 年末年始（12月30日より１月３日まで） 

(3) その他会の定めた日 

２ 前項の休日は、事業所毎の業務の都合で他の日と振替えることがある。ただし、週休は４週

間を通じて４日以上とする。 

３ 第１項の規定は、嘱託・パートタイマー及び臨時に雇用する者には適用せず、必要ある場合

は別に定める。 

    第３節 時間外及び休日勤務 

（時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務） 

第３８条 会の業務の都合で必要ある場合は、第34条及び第37条の規定にかかわらず労働基準

法第36条に定める所定の手続を経て勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることがある。 

２ 休日に勤務させる場合には、あらかじめ振替休日を定めて与えることがある。 

３ 妊産婦が請求した場合には、勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることはない。 

４ 育児及び介護のための深夜業務制限の取扱いは、別に定める。 

５ 育児及び介護のための所定外労働免除の取扱いは、別に定める。 

６ 医師の時間外勤務等、労務管理に係る取扱いは、別に定める。 

（時間外勤務時の休憩） 

第３９条 前条の時間外勤務をする従業員に対し、２時間につき15分の割合で休憩を与える。 

ただし、業務の都合により休憩を与えることが困難な場合にはこの限りではない。 

（災害時の勤務） 
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第４０条 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要があるときは、

第38条の規定にかかわらず労働基準法第33条の手続を経て必要の限度において勤務時間を延

長し、又は休日に勤務させることがある。 

（時間外勤務の特例） 

第４１条 出張その他事業所外での勤務を命じた場合で勤務時間を認定しがたいときは、通常の

勤務時間を勤務したものとみなす。 

（割増賃金） 

第４２条 時間外、休日及び深夜勤務に対しては、別に定める給与規程により割増賃金を支払う。 

    第４節 当直 

（当直） 

第４３条 従業員は、別に定める当直服務細則により日直及び宿直をしなければならない。 

２ 救急急病医療体制に従事する場合の実施要領は別に定める。 

    第５節 出張及び外勤 

（出張及び外勤） 

第４４条 所属長は、業務上必要があるとき従業員に出張又は外勤を命ずることがある。 

２ 従業員が出張又は外勤から帰任したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただ

し、軽微な事項については、口頭をもってなすことができる。 

３ 出張又は外勤中、予定日数又は予定行動を変更する場合は、その都度所属長の承認を得なけ

ればならない。ただし、やむを得ない事由によりその手続ができないときは、帰任後承認を得

るものとする。 

    第６節 休暇 

（年次有給休暇） 

第４５条 年次有給休暇は、次のとおりとする。 

(1) 勤続１年以上３年未満 20日 

(2) 勤続３年以上 25日 

２ 採用された年度の年次有給休暇は、次のとおりとする。 

(1) 採用日 10日 

(2) 勤続６カ月以上 15日 

  ただし、中途採用者の翌年度の年次有給休暇は、勤務月数にかかわらず16日とする。 

３ 半日休暇の場合は、２回で１日の休暇とする。 

４  時間単位年次有給休暇の場合は、１年について５日の範囲とし、次のとおりとする。 

(1) 時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。 

(2) 時間単位年休を取得する場合の１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりと

する。なお、日によって所定労働時間が異なる者については、１年度における１日の平均所

定労働時間とする。 

  ① 所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者…８時間  

  ② 所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者…７時間  

  ③ 所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者…６時間 

  ④ 所定労働時間が４時間を超え５時間以下の者…５時間 

  ⑤ 所定労働時間が３時間を超え４時間以下の者…４時間 
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  ⑥ 所定労働時間が２時間を超え３時間以下の者…３時間 

  ⑦ 所定労働時間が１時間を超え２時間以下の者…２時間 

  ⑧ 所定労働時間が１時間以下の者…１時間 

(3) 時間単位年休は１時間単位で付与する。 

(4) 本条の時間単位年休に支払われる賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃

金の１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。 

５ 年次有給休暇を取得するときは、あらかじめ所定の手続により所属長に届け出なければなら

ない。所属長は、業務の都合で届出の休暇の時季を変更することがある。 

６ 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、第4項(年休の

時季変更権に関する事項)に関わらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給

休暇日数のうち5日について、本会が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、予め

時季を指定して取得させる。但し、当該従業員が第1項又は第2項の規定による年次有給休暇

を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 

７ 付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内に限り繰り越し

て取得することができる。 

８ 勤続年数及び残余日数算定の基礎は、毎年４月１日から翌年３月 31 日までを締切り期間と

する。 

９ 本条の規定は、、第 4 項の時間単位年次有給休暇を除き、嘱託・パートタイマー及び臨時に

雇用する者には適用せず、必要ある場合は別に定める。また、雇員は別に定める雇員取扱細則

による。 

（特別有給休暇） 

第４６条 次の各号の一に該当する場合には、届出により特別有給休暇をあたえる。 

(1) 結婚休暇 

ア 本人が結婚する場合 ５日 

イ 子女が結婚する場合 １日 

但し、取得可能期間は、婚姻届提出日の前１カ月から後１１カ月とする。 

(2) 妻の出産及び流産の場合 ３日 

入院する等の日から出産及び流産の日後２週間を経過する日までとする。 

なお、休暇の日数は、分割または継続した期間で取得することができる。 

(3) 生理休暇 

生理のため就業が著しく困難な女性又は生理に有害な業務に従事する女性が請求した場合

その日数 

(4) 忌引及び忌祭休暇 

ア 父母（同居する配偶者の父母を含む。）、配偶者、子女の場合  ７日 

イ 祖父母、兄弟、姉妹、配偶者の父母、孫の場合        ４日 

ウ 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹の場合           ３日 

  アからウについて、起算日は死亡日とする。また、旅行の必要があるときは、これに要

する日数を加算する。 

エ 配偶者、父母、子女、義父母、祖父母、兄弟姉妹の法事    １日 

   （四十九日、一周忌の法要までとする。） 
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(5) 非常災害休暇 会が必要と認めた期間 

(6) 業務上負傷し又は疾病に罹ったときは医師の認める期間 

(7) 転勤を命ぜられ赴任する場合は、所定旅行期間を除き単身者は５日以内、家族同伴者は10

日以内 

(8) 感染症の予防等に関する法律により就業を制限された期間 

(9) 証人・鑑定人・参考人休暇及び裁判員休暇 

ア 証人、鑑定人又は参考人として裁判所に出頭し、若しくはこれに準ずる場所に出頭する

期間 

イ 裁判員候補者として裁判所に出頭する期間 

ウ 裁判員又は補充裁判員として裁判審理に参加する期間 

(10) 慰労休暇 会が必要と認めた期間 

(11) その他の特別有給休暇 特段の事情を考慮し会長が必要と認めた期間 

２ 前項第１・４号の休暇の日数は、事由発生の日から継続した期間とする。 

３ 特別有給休暇を受けようとするときは、所定の届出をしなければならない。ただし、やむを

得ない事由によりその手続ができないときは、休暇中又は休暇後すみやかに届出なければなら

ない。 

４ 第１項第３号及び第10号の規定は、雇員には適用しない。また、第10号及び第11号の規

定は、試用職員には適用しない。 

５ 本条の規定は、嘱託・パートタイマー及び臨時に雇用する者には適用せず、必要ある場合は

別に定める。 

（産前産後休暇） 

第４７条 産前産後休暇は、次のとおり取扱う。 

(1) 本人の出産予定日の６週間前（多胎妊娠の場合は 14 週間前）の期間は、請求によって休

暇をあたえる。 

(2) 出産後８週間の期間は休暇をあたえる。ただし、出産後６週間を経過した者が請求し、医

師が支障ないと認めた業務に就く場合は、この限りでない。 

(3) 前各号により休暇をとった場合は、その期間の給与その他は別に定める。 

（育児・看護等休暇） 

第４８条 育児・看護等休暇は、次のとおり取扱う。 

(1) 子が出生した日から一定期間は、請求により育児休暇をあたえる。 

(2) 養育する小学校３年生終了までの子の病気・けが等の看護のために従業員が請求したとき

は、看護等休暇をあたえる。 

(3) 前各号による休暇の期間及びその期間の給与その他の取扱いは、別に定める育児休職・看

護等休暇取扱細則による。 

（介護休暇） 

第４９条 介護休暇は、次のとおり取扱う。 

(1) 要介護状態にある対象家族を介護する従業員が請求したときは、休暇をあたえる。 

(2) 前号による休暇の期間及びその期間の給与その他の取扱いは、別に定める介護休職・介護

休暇取扱細則による。 
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   第４章 給与・退職給与・旅費 

（給与） 

第５０条 従業員の給与は、別に定める給与規程により支給する。 

（退職給与金） 

第５１条 従業員が退職したときは、別に定める退職給与規程により退職給与金を支給する。 

（旅費） 

第５２条 従業員が出張、又は転勤、異動等により住居を移転したときは、別に定める旅費規程

により旅費を支給する。 

 

   第５章 福利厚生及び安全衛生 

（福利厚生） 

第５３条 従業員の福利厚生については、別に定める福利厚生規程により行う。 

（安全衛生） 

第５４条 会は、法令の定めるところにより安全及び衛生に必要な措置を講ずる。 

２ 従業員は、法令及び所属長の定める安全衛生に必要な事項を守らなければならない。 

（健康診断） 

第５５条 会は、従業員の採用時及び１年に１回以上健康診断を行う。 

２ 従業員は、健康診断を拒むことができない。 

３ 会は、従業員の健康の保持増進を目的とし、人間ドック等により法令で定める以外の健康診

断情報を収集する。 

（健康要保護者） 

第５６条 会は、健康診断の結果、健康上の保護を必要と認められる従業員に対しては医師の認

定により、就業の禁止、勤務の転換、勤務時間の短縮その他保健上必要な措置を講ずる。 

（感染症発生の措置） 

第５７条 従業員は、自己の居住する家屋又は近隣に感染症が発生したとき、若しくはその疑い

があるときは、直ちにその旨を所属長に申し出てその指示を受けなければならない。 

（非常災害発生の措置） 

第５８条 従業員は、会の事業所及びその付近に火災、非常災害を発見し、又はその危険性があ

るときは、所属長並びに管理者に報告し必要な措置をとり、被害を最小限に止めるよう努めな

ければならない。 

（服務中の負傷又は疾病） 

第５９条 会の事業所の内外を問わず職務遂行中に負傷し、又は疾病にかかったときは、適切な

措置をとり、直ちに所属長に報告しなければならない。 

 

   第６章 補償 

（業務上災害補償） 

第６０条 従業員が業務上負傷し、又は疾病に罹ったときは、労働基準法の規定に基づき療養補

償、休業補償及び障害補償を行う。 

２ 従業員が重大な過失によって業務上負傷し、又は疾病にかかり、その過失について行政官庁

の認定を受けたときは、休業補償又は障害補償を行わないことがある。 
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３ 療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらないときは、労働基準法の規定により打

切補償を行うことができる。 

（遺族補償） 

第６１条 従業員が業務上死亡したときは、労働基準法の規定に基づき遺族補償を行い、葬祭料

を支給する。 

（他の法律との関係） 

第６２条 補償を受けるべき従業員が、同一の事由について労働者災害補償保険法によって保険

給付を受けるとき、民法によって損害賠償を受けるとき、又はその他法令によって給付を受け

るときは、補償の全部又は一部は行わない。 

２ 業務上傷病による休業期間中の給与については、別に定める給与規程による。 

 

   第７章 教育及び奨学 

（教育） 

第６３条 会は、従業員の人格の高揚を図り業務に関する知識を高め、技能を向上させるため別

に定める教育規程により従業員に教育を受けさせることがある。 

（奨学金） 

第６４条 会は、別に定める奨学金貸与細則により奨学金を貸与することがある。 

 

   第８章 賞罰 

    第１節 表彰 

（表彰の対象） 

第６５条 従業員が次の各号の一に該当し、一般の模範となると認めるときは、表彰することが

ある。 

(1) 永年誠実に勤務したもの 

(2) 災害を未然に防ぎ、又は非常の際に特に功労のあったもの 

(3) 業務上有益な改良又は創意工夫をしたもの 

(4) 社会的な功績があり、従業員の模範となるような行為のあったもの 

(5) 他の従業員が就業中遭遇した危難を救助したもの 

(6) その他前各号に準ずる篤行又は功労のあったもの 

（表彰の種類） 

第６６条 前条の表彰は、次の各号の一又は二以上を併せ行い、これを掲示して全従業員に周知

する。 

(1) 賞状授与 

(2) 賞品授与 

(3) 賞金授与 

(4) 慰労休暇 

（表彰の決定） 

第６７条 表彰は、所属長の内申に基づいて会長がこれを決定する。 

    第２節 懲戒 

（懲戒の種類方法） 
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第５章 人事規程類（就業規則） 

第６８条 懲戒は、譴責・減給・出勤停止・懲戒休職・降職・降格・懲戒解雇の７種類とし、情

状によりその一又は二以上を併科する。ただし、反則軽微なるか、又は改悛の情顕著のときは、

訓戒するにとどめることがある。 

(1) 譴責は、本人から始末書をとり、将来を戒める。 

(2) 減給は、本人から始末書をとり、１回について平均賃金の１日分の半額以内、総額で一賃

金支払期における賃金総額の10分の１の範囲内で行う。 

(3) 出勤停止は、本人から始末書をとり、10日以内の期間を定めて行い、この期間の給与は支

給しない。 

(4) 懲戒休職は、本人から始末書をとり、２カ月以内の期間を定めて行い、この期間の給与は

支給しない。 

(5)   降職は、本人から始末書をとり、下位の職位に職務替えする。 

(6)  降格は、本人から始末書をとり、下位の役割・職能等級に格付けする。 

(7)  懲戒解雇は、予告期間を設けないで即時解雇する。この場合、退職給与金の全部又は一部

を支給しないことがある。 

２ 前項第７号の場合において所轄労働基準監督署長の認定をうけたときは予告手当を支給す

ることなく解雇する。 

３ 前項の懲戒が審議中で未決定の者で就業することが著しく不適正若しくは不当と認められ

る従業員に対して、懲戒が決定するまでの期間、自宅待機を命ずることがある。この場合の給

与は有給とし出勤扱いとする。 

（懲戒の対象） 

第６９条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、譴責・減給・出勤停止・懲戒休職・

降職または降格とする。 

(1) 正当な理由なく無届欠勤が引き続き５日以上におよんだとき。 

(2) 過失により会に損害を与えたとき。 

(3) 業務上の怠慢又は監督不行届によって災害・傷害その他の事故を発生したとき。 

(4) 正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

(5) 素行不良で職場の秩序または風紀を乱したとき。 

(6) 就業規則を遵守しないとき、または就業規則に違反したとき。 

(7) その他前各号に準ずる行為のあったとき。 

２ 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度

その他情状によっては、第25条に定める普通解雇又は他の懲戒とすることがある。 

(1) 重大な履歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用されたとき。 

(2) 会の管理する従業員等の特定個人情報（個人番号を含む個人情報）を故意に、または過失

により漏洩・流出させたとき。 

(3) 正当な理由なく無届欠勤が引き続き 14 日以上におよび、出勤の督促に応じない、または

連絡が取れないとき。 

(4) 故意又は重大な過失によって会に重大な損害を与えたとき。 

(5) 刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき

（当該行為が軽微な違反である場合を除く）。 
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第５章 人事規程類（就業規則） 

(6) 素行不良、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントにより、著しく職場の秩序また

は風紀を乱したとき。 

(7) 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、または、数回にわたって注意・指導を受けた

にもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき。 

(8) 不正に会の金品を持出し、又は持出そうとした行為のあったとき。 

(9) 業務に関し職権を乱用して不正・不当な利得の行為があったとき。 

(10) 正当な理由なく、業務上の指示・命令に従わなかったとき。 

(11) 正当な理由なく、配転・出向命令等の職務命令に従わなかったとき。 

(12) 利用者、従業員等の個人情報及び業務上知り得た秘密事項を外部に漏らしたとき、または、

漏らそうとした行為のあったとき。 

(13) 会の承認を得ないで在籍のまま会以外の業務にもっぱら従事したとき。 

(14) 他人に対し傷害・暴行・脅迫またはこれに準ずる重大な行為をしたとき。 

(15) 私生活上の非違行為や会に対する誹謗中傷等によって会の名誉信用を傷つけ、業務に重大

な悪影響を及ぼすような行為のあったとき。 

(16) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。 

（弁明の機会） 

第７０条 従業員は、懲戒処分に対して弁明の機会が与えられる。 

（監督責任） 

第７１条 従業員が懲戒に処させられたときは、事情によりその所属長も監督不行届の理由で懲

戒することがある。 

（懲戒の決定） 

第７２条 懲戒は、事実確認に基づいて会長がこれを決定する。 

（懲戒の免除） 

第７３条 懲戒期間中の従業員が改悛の情特に顕著であると認められたときは、残余の懲戒を免

除することがある。 

 

   付 則 
 この規則は、令和８年４月１日から実施する。 
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制定：令和元年11月１日
改定：令和３年２月１日
改定：令和４年１月１日
改定：令和８年１月１日

１．従業員等個人情報の利用目的及び取り扱う範囲

（１）

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

会内共有情報
氏名、従業員ＩＤ、職種、
所属、役職、身分、本会が
貸与するメールアドレス及
び携帯電話番号等

事業運営、法定の各種検査・
報告・届出・手続き等のため

身分証、発令、表彰、その他
業務連絡、並びに研修管理等
のため

全従業員

（２）

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

基本情報
年齢、生年月日、性別、住
所、電話番号、資格・免
許、採用年月日、勤続年
数、顔写真等

事業運営、雇用管理、法定等
の各種検査・報告・届出・手
続き等のため

電子カルテ、医事システム、
その他本会が運営する各種シ
ステムのアカウント登録のた
め

（３）の範囲利用目的
に応じた取扱者

システム主管部署

従業員等個人情報管理要領

　本会は、本人から取得した役員及び従業員（本会への出向者、配置薬推進員、従業員等になろうとする
者、なろうとした者及び退職者を含む「以下、従業員等という」）の個人情報（以下、総称して「従業員等
個人情報」という）は、本会が定める「個人情報取扱規程 第８条」に基づき、以下の通り取り扱う。

　本会は、従業員等個人情報を取り扱うにあたり、従業員等から下記（１）～（４）及び（６）の項目
欄に記載されている「従業員等個人情報」を取得し、「事業運営」及び「雇用管理」のために利用する
こととし、目的外の利用を禁止する。また取扱者は、本会の職制規程、並びに職務権限の範囲で取り扱
い、権限のない者は、個人情報取扱規程、就業規則、その他本会における内部統制の定めるところによ
り、取り扱うことができない。

　以下は､本会が取り扱う「従業員等個人情報」を分類し､その「利用目的」を特定するため､詳細を明記
しているが､個人情報は多種多様であることから､類似する個人情報は同様の取扱いとする。
　また、取扱者（利用する範囲）は、利用目的に応じた必要最小限度の範囲とするが、以下に明記され
た範囲以外でも、所属長や産業保健業務従事者等がそれぞれの権限や業務の範囲内で、従業員等がその
生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするため、「従業員等個人情
報」を取り扱うことがある。
会内共有情報
全従業員が正当な利用目的において利用可能な個人情報

基本情報
利用目的に応じて（１）会内共有情報とともに共通に使用される基本的な個人情報
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（３）

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

①賃金関係情報

月例給与・手当・賞与、等
級・号俸、奨学金、退職
金、家族情報、住居の情
報、通勤に係る情報、勤務
時間・勤怠情報、銀行口
座、メールアドレス等

※個人番号（マイナンバー）の取り扱いに
ついては（６）に定める。

給与・賞与・退職金の支給、
源泉徴収手続き、社会保険関
係の手続き、福利厚生、旅費
等の支給、その他雇用管理の
ため

本　部：人事部
　　　　財務課
　　　　健康福祉課
　　　　配置薬課
　　　　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・
            ﾘｽｸ管理課
事業所：総務課

②人事情報

人事評価、学歴、所属医局
（医師のみ）、所属（加
入）学会、資格・免許、各
種認定（学会・協会等）、
職位、職歴、休職・傷病
歴、研修歴、懲戒・表彰
歴、メールアドレス等

人事異動、発令、賞罰、担当
業務の決定、研修・研究、能
力開発、その他雇用管理のた
め

本　部：人事部
　　　　ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・
            ﾘｽｸ管理課
事業所：総務課
　　　　所属部署

③家族、親族情
報

家族の氏名・生年月日・性
別・続柄・住所・職業、同
居・別居の別、扶養の有
無、出産・育児・介護に関
する情報等

給与等の決定、源泉徴収手続
き、社会保険関係の手続き、
育児・介護休業、福利厚生、
緊急時の連絡、被扶養者等の
健診受診率の向上、その他雇
用管理のため

本　部：人事部
　　　　健康福祉課
事業所：総務課
　　　　所属部署

④福利厚生関係
情報

制服サイズ、住居の情報、
家族の氏名・学校名・同居
者氏名・続柄、マイカー情
報等

制服貸与、慶弔見舞、住宅・
教育資金貸付、公宅・借上住
宅・駐車場の貸与・管理、団
体長期障害所得保険（ＧＬＴ
Ｄ）、福利厚生倶楽部（リロ
クラブ）、賠償責任保険の加
入、その他雇用管理のため

本　部：人事部
　　　　施設整備課
事業所：総務課
　　　　施設課

⑤身体、健康管
理情報

健康状態、病歴、結核菌・
ウイルス性疾患の抗原・抗
体等、罹患履歴、予防接種
の履歴、被ばく線量、心身
の障害、健康診断結果、ス
トレスチェック等

労災防止、適正な就業環境の
確保、健康管理、感染対策、
被ばく線量管理、労働時間管
理、障害者雇用の促進、その
他雇用管理のため

※「要配慮個人情報」であることに留意し、
取扱いは「労働安全衛生法」等の関係法令
やそれに基づく「ストレスチェック指針」及び
「メンタルヘルス指針」等を遵守する。

本　部：人事部
　　　　健康福祉課
事業所：総務課
　　　　健診センター
　　　　感染対策科
　　　　放射線技術科
　　　　臨床検査技術科

⑥勤務情報

勤怠情報、入退室記録、通
行記録、通信・通話記録、
ＰＣ等の各種ログ、防犯カ
メラの記録等

労働時間管理、適正な就業環
境の確保、労働効率の改善、
その他雇用管理のため

医療過誤等の発生防止・対策
立案、その他事業運営のため

不正アクセス・情報漏えいの
防止、その他防犯対策のため

本　部：内部統制室
　　　　人事部
　　　　施設整備課
事業所：総務課
　　　　施設課
　　　　医療安全管理科
共　通：所属部署
　　　　システム主管部署

以下の項目は、それぞれの利用目的の達成のため、（１）会内共有情報及び（２）基本情報ととも
に使用される個人情報を示す。
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（４）

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

基本情報 氏名、住所、年齢、生年月
日、性別、電話番号、メー
ルアドレス、顔写真等

本　部：人事部
事業所：総務課
　　　　所属部署

人事情報 学歴、所属医局（医師の
み）、資格・免許、職務経
歴、傷病歴、研修歴、適性
検査結果、等

本　部：人事部
事業所：総務課
　　　　所属部署

家族、親族情報 扶養の有無等
本　部：人事部
事業所：総務課
　　　　所属部署

（５） 退職者について、以下の利用目的で個人情報を利用する。

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

賃金関係情報 月例給与・手当・賞与、等級・
号俸、勤務時間、奨学金、退職
金、通勤に係る情報、銀行口
座、メールアドレス等

本　部：人事部
事業所：総務課

人事情報 人事評価、学歴、所属医局（医
師のみ）、所属（加入）学会、
資格・免許、職位、職歴、休
職・傷病歴、研修歴、懲戒・表
彰歴、退職事由等

本　部：人事部
事業所：総務課

家族、親族情報 家族の氏名・生年月日・性別・
続柄・住所・職業、同・別居、
扶養の有無等 本　部：人事部

事業所：総務課

身体、健康管理
情報

健康状態、病歴、ウイルス性疾
患の抗体・罹患履歴、予防接種
の履歴、被ばく線量、心身の障
害、健康診断結果等

本　部：人事部
事業所：総務課

（６）

分類 項目 利用目的 取扱者
（利用する範囲）

個人番号関係事務従業員等並びにその扶養親族等の氏名、住所、個人番
号

源泉徴収票作成事務、雇用保
険届出事務、健康保険・厚生
年金保険届出事務

届出により個人情報保
護統括管理者の承認を
受けた者

本会の従業員になろうとする者、なろうとした者（採用応募者）等について、以下の利用目的で個
人情報を利用する。

採否、採用条件、配属の検
討・決定、給与関係手続き、
事務連絡、その他雇用管理の
ため

給与・賞与・退職金の支給、
源泉徴収手続き、法定保存期
限の遵守、各種人事データ作
成、退職後の連絡、厚生連人
材バンク、その他事業運営ま
たは雇用管理のため

特定個人情報
番号利用法に基づき取り扱う個人情報
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（７） その他

①

②

③

④

２．共同利用について
本会は、以下の内容の「従業員等個人情報」をそれぞれ以下の目的で共同利用する。
（１）業務連絡のための共同利用

（２）事業運営・雇用管理のための共同利用

３. 従業員等個人情報の利用、訂正等および利用停止等について
　従業員等個人情報の「利用申請」、「訂正、追加または削除」（以下「訂正等」）、「利用停止、消
去または第三者への提供停止」（以下「利用停止等」）の申し出及び苦情の申し出については、以下の
とおり定める。
（１）従業員等個人情報の利用申請手順
　取扱者（利用する範囲）に該当しない者が、従業員等個人情報の利用を申請する際は、本会が指
定する「従業員個人情報利用申請書」を所管部署へ提出すること。
　ただし、以下のいずれかの事由に該当する場合はその全部または一部に応じないことがある。
　①利用目的が「事業運営」及び「雇用管理」に該当しない場合
　②本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
　③本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
　④個人情報保護法､本会の個人情報取扱規程､職制規程・職務権限､その他法令等に違反する場合

共同利用者の範囲 出向契約先､健康保険組合､システム開発及び福利厚
生･メンタルヘルス等の業務委託先並びに労働組合

共同利用者の利用目的 事業運営、雇用管理、その他必要な事項

共同利用に際しての管理責任者 人事部長

共同利用者の利用目的 業務連絡のため

共同利用に際しての管理責任者 人事部長

共同利用する項目 上記1に定める従業員等個人情報のうち、下記利用目
的の達成に必要な項目

上記以外の利用目的の他、本会の事業運営上必要な医療法、農協法、医師法、その他関係法令や外部検
査・評価機関等に基づく各種検査・審査、報告、届出、手続き、本会の監査・審査、及び各種補助金・
助成金の申請等のため「従業員等個人情報」を使用し、保存が必要な場合は、担当部署が管理する。
本要領に規定のない目的で「従業員等個人情報」を利用する場合は、個人情報取扱規程に定める場合の
他、その都度、その利用目的を明確にし、本人へ事前に通知する。なお、「事業運営」及び「雇用管
理」以外の目的で利用してはならない。

共同利用する項目 上記1-(1）の会内共有情報

共同利用者の範囲 本会内および業務委託契約等を締結している業務委
託先（請負先含む）

一般病院、クリニック、特養及び看護学校における取扱者は、事業所（総務課・施設課）を事務部また
は事務課に置き換える。

看護部、健診センター、診療支援センター及び訪問看護施設に所属する看護職・医療助手に関する「従
業員等個人情報」（賃金関係情報を除く）の取扱者は、各事業所の看護部を含む。
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本部　人事部人事課　電話011-232-6506

４. その他

以　上

　本要領に定めのない事項については、個人情報保護法、本会の個人情報取扱規程及び特定個人情報取
扱規程、その他法令等に基づき、適切な取扱いを行う。

（２）従業員等個人情報の訂正等手順および利用停止等手順
　当該窓口への訂正等の申し出に対し、申し出者から訂正等を行うことが相応しい情報が提示され
た場合で、利用目的の達成に必要であると本会が判断した場合は、その結果に基づき訂正等を行
う。
　当該窓口への利用停止等の求めに対し、本会が正当な理由があると判断したときには、利用停止
等を行う。
　当該訂正等又は利用停止等に係る判断は、個人情報保護統括管理者（人事部長）が行う。

（３）従業員等個人情報の問い合わせ窓口
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ＪＡ組織について
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「人　間」

「豊かさ」
「実　り」
「人の和」

「自然」
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市町村 都道府県 全国
組合員
北海道
正組合員数
55,212人
准組合員数
269,218人
（令和5年度末）

全国
正組合員数
約401万人
准組合員数
約634万人
（令和３年度末）

会員総合ＪＡ
北海道
97ＪＡ
（令和6年４月1日現在）

全国
507ＪＡ
（令和6年４月1日現在）

家の光協会

日本農業新聞

各種の全国専門連各種の県専門連各種の専門農協

ＪＡ北海道中央会
（北海道農業協同組合中央会）

ＪＡ北海道信連
（北海道信用農業協同組合連合会）

ホクレン
（ホクレン農業協同組合連合会）

ＪＡ北海道厚生連
（北海道厚生農業協同組合連合会）

農林中金
（農林中央金庫）

ＪＡ全中
（全国農業協同組合中央会）

ＪＡ全農
（全国農業協同組合連合会）

ＪＡ全厚連
（全国厚生農業協同組合連合会）

ＪＡ全共連（全国共済農業協同組合連合会）

北海道本部

〈 JA北海道中央会ホームページ〉
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